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　子どもの悩みや心配事の相談を
電話で受けています。秘密は厳守し
ますので、お気軽にご利用ください。
■相談先
　教育委員会（内線210）
■相談日時
　月〜金曜日　午前８時30分〜午
後４時30分（土・日曜日、祝祭日、
年末年始を除く）

教 育 相 談 電 話 行政・人権相談夕 ぐ れ 窓 口
　１月の夕ぐれ窓口を次のとおり町民生活課窓
口で開設します。
■開設期日　1月12日（金）、26日（金）
■開設時間　午後５時〜６時
　閉庁後に戸籍抄本・謄本（午後５時までに電
話での申し込みが必要）や印鑑証明書、住民票
が必要な方、町に対する苦情や意見、要望のあ
る方は、お気軽においでください。なお、町税
の納付もできますので併せてご利用ください。

　町では、町民の皆さんの行政に対する意
見や要望、日頃生活する上での困り事など、
さまざまな内容の相談を受けるための行政
相談と人権相談を行っています。
　１月の相談日は次のとおりです。
■期　　日　1月10日（水）
■相談時間　午前10時〜午後３時　
■場　　所　国際交流会館１階102研修室

　
町
で
は
、
人
生
の
大
き
な
節
目
で

あ
る
60
歳
を
迎
え
る
方
々
を
対
象

に
、
実
年
式
を
開
催
し
ま
す
。

　
皆
さ
ま
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。

●
開
催
日
時　

　
平
成
30
年
２
月
11
日
（
日
） 

　
建
国
記
念
の
日

　
午
後
２
時
30
分
～

●
場
所

　
鶴
田
町
国
際
交
流
会
館
ホ
ー
ル

●
対
象
者

　
昭
和
32
年
４
月
２
日
か
ら
同
33
年

　
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
、
次
の

　
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

　
①
鶴
田
町
に
居
住
ま
た
は
勤
務
さ

祝
還
暦
「
実
年
式
」
を

開
催
し
ま
す

　
れ
て
い
る
方

　
②
鶴
田
町
出
身
の
方

●
内
容

　
式
典
、
祝
賀
会
（
会
費
制
）

●
申
込
期
限

　
平
成
30
年
１
月
19
日
（
金
） 

■
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先

　
教
育
委
員
会 

社
会
教
育
班

　
（
内
線
２
１
１
）

○
不
動
産
取
得
税
と
は

　
家
屋
を
新
築・増
改
築
し
た
と
き
、

ま
た
、
土
地
や
家
屋
を
売
買・贈
与・

交
換
な
ど
で
取
得
し
た
と
き
に
一
度

だ
け
課
税
さ
れ
る
県
の
税
金
で
す
。

○
軽
減
制
度
に
つ
い
て

　
住
宅
用
の
土
地
を
取
得
し
た
日
か

ら
３
年
以
内
に
、そ
の
土
地
の
上
に
、

床
面
積
が
50
㎡
以
上
２
４
０
㎡
以
下

の
住
宅
（
特
例
適
用
住
宅
）
が
新
築

さ
れ
た
場
合
に
は
、
不
動
産
取
得
税

が
軽
減
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
こ
の
軽

減
制
度
を
受
け
る
た
め
に
は
申
告
が

必
要
で
す
。
ま
た
、
こ
の
ほ
か
に
も

不
動
産
取
得
税
の
軽
減
制
度
が
あ
り

ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
、
左
記
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
県
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://www.pref.aom
ori.lg.jp/

life/tax/004_01fudousanindex_00.
html■

問
い
合
わ
せ
先

　
西
北
地
域
県
民
局
県
税
部
課
税
課

不
動
産
取
得
税

　
軽
減
制
度
に
つ
い
て

   

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
１
７
３
（
34
）
２
１
１
１

　
（
内
線
２
１
２
～
２
１
４
）

　
富
士
見
ス
キ
ー
場
が
オ
ー
プ
ン
し

ま
す
。
オ
ー
プ
ン
初
日
は
ス
キ
ー
場

を
無
料
開
放
し
ま
す
。

●
日
時　

　
平
成
29
年
12
月
23
日
（
土
・
祝
日
） 

　
午
前
10
時
～（
安
全
祈
願
祭
あ
り
）

富
士
見
ス
キ
ー
場
が

　
　
オ
ー
プ
ン
し
ま
す

※
当
日
、
雪
が
少
な
く
て
滑
ら
れ
な

　
い
場
合
は
、
ス
キ
ー
場
の
１
日
無

　
料
券
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　
教
育
委
員
会 

社
会
教
育
班

　
（
内
線
２
１
２
）

　
県
で
は
、
子
育
て
家
庭
等
が
買
い

物
な
ど
の
際
に
、
割
引
等
各
種
サ
ー

ビ
ス
が
受
け
ら
れ
る
「
あ
お
も
り
子

育
て
応
援
パ
ス
ポ
ー
ト
」
を
発
行
し

ま
す
。

　
多
く
の
企
業
や
店
舗
に
協
賛
を
い

た
だ
き
な
が
ら
、
地
域
全
体
で
子
ど

も
と
子
育
て
家
庭
を
応
援
す
る
気
運

づ
く
り
を
促
進
し
て
い
ま
す
。

●
対
象
世
帯

　
18
歳
未
満
の
子
ど
も
の
い
る
世

　
帯
、
妊
娠
中
の
方
が
い
る
世
帯

●
申
請
方
法

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
申
請
】

　
青
森
県
電
子
申
請
・
届
出
シ
ス
テ

ム
内
の
「
あ
お
も
り
子
育
て
応
援
パ

ス
ポ
ー
ト
申
込
手
続
き
」
に
ア
ク
セ

ス
し
、
案
内
に
従
っ
て
必
要
事
項
を

入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

【
郵
送
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
よ
る
申
請
】

　
青
森
県
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ

ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
添
付
す
る
申

込
書
と
、
世
帯
の
一
番
下
の
お
子
さ

ま
の
健
康
保
険
証
の
写
し
も
し
く

は
、
母
子
健
康
手
帳
の
写
し
（
出
生

証
明
書
記
載
ペ
ー
ジ
）を
添
付
の
上
、

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
妊
娠
中
の
方
は
、
母
子
健
康
手
帳

あ
お
も
り
子
育
て
応
援

パ
ス
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
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個別特定健診のお知らせ

場所：町保健福祉センター「鶴遊館」

■問い合わせ・申込先
　健康保険課 健康長寿班
　（内線131、132、133、136）

【４か月児健康診査】
・月　日　1月10日（水）
・受　付　午後１時〜１時10分
・対　象　平成29年8月生
・内　容　小児科診察・離乳食試食と
　　　　  進め方

【10か月児健康診査】
・月　日　1月10日（水）
・受　付　午後１時10分〜１時20分
・対　象　平成29年2月生
・内　容　小児科診察・むし歯予防の
　　　　  お話・離乳食試食と進め方

【７か月児健康相談】
・月　日　1月11日（木）
・受　付　午前９時〜９時10分
・対　象　平成29年5月生
・内　容　育児相談・離乳食試食と
　　　　  進め方

【２歳６か月児歯科健康診査】
・月　日　1月24日（水）

・受　付　午後12時30分〜12時40分 
・対　象　平成27年5 〜 7月生
・内　容　歯科診察、フッ素塗布
　　　　  むし歯予防指導
※２歳６か月児歯科健診は個別通知
　あり
※バスタオル・母子手帳を忘れずにお
　持ちください。また、風邪などの病
　気のあるお子さんは次回の健診を受け
　られますので、事前に保健師まで連絡
　してください。
※離乳食試食の際は、赤ちゃん用エプロ
　ン、おしぼりをお持ちください。

●対象
　① 30 〜 39 歳の方
　② 40 〜 75 歳の国保被保険者
　③後期高齢者医療の被保険者
　④ 40 歳以上の生活保護世帯
●期間
　平成 30 年 2 月末まで
●内容
　身体計測、腹囲測定、血圧測定、血液

　検査、心電図検査、診察
●健診料
　無料
●場所
　鶴田診療所　
●申込方法
　健康保険課⑥窓口または電話でお申
　し込みください。
※今年度の集団健診で特定健診を受け
　た方や人間ドックを受けた方は、個
　別健診を重複して受けることはでき
　ません。
★特定健診は、すでに生活習慣病等で
　治療中の方も受診対象となっていま
　す。
★特定健診を受けることで、健診結果
　から目に見えない血管の状態を確認
　し、病気の発症や重症化を防ぐこと
　ができます。

乳 幼 児
健康診査
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 【有料広告】 

　
平
成
30
年
（
２
０
１
８
年
）
は
、

明
治
元
年
（
１
８
６
８
年
）
か
ら
起

算
し
て
、
満
１
５
０
年
に
当
た
り
ま

す
。
政
府
で
は
、
内
閣
官
房
副
長
官

を
議
長
と
す
る
「「
明
治
１
５
０
年
」

関
連
施
策
各
府
省
連
絡
会
議
」
を
設

け
、
①
「
明
治
以
降
の
歩
み
を
次
世

代
に
遺
す
施
策
」、
②
「
明
治
の
精

神
に
学
び
、
さ
ら
に
飛
躍
す
る
国
へ

向
け
た
施
策
」、
③
「
明
治
１
５
０

年
に
向
け
た
機
運
を
高
め
て
い
く
施

策
」
の
３
つ
を
柱
と
し
て
、
政
府
一

体
と
な
っ
て
「
明
治
１
５
０
年
」
関

連
施
策
を
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
国
だ
け
で
な
く
、
地
方
公
共
団

体
や
民
間
も
含
め
て
、日
本
各
地
で
、

「
明
治
１
５
０
年
」
に
関
連
す
る
多

様
な
取
組
が
推
進
さ
れ
る
よ
う
、
ロ

ゴ
マ
ー
ク
の
使
用
促
進
や
広
報
な
ど

を
通
じ
て
、「
明
治
１
５
０
年
」
に

向
け
た
機
運
の
醸
成
を
図
っ
て
い
ま

す
。
詳
し
く
は
左
記
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w

w
.kantei.go.jp/

jp/singi/m
eiji150/portal/

明
治
１
５
０
年
関
連
施

策
に
つ
い
て

△ロゴマーク

の
写
し（
出
産
予
定
日
記
載
ペ
ー
ジ
）

を
添
付
。

※
受
付
は
随
時
行
っ
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先

　
青
森
県
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ

　
ー
（
青
森
市
中
央
３
丁
目
17
の
１

　
ア
ピ
オ
あ
お
も
り
内
）

　
ＴＥＬ 

０
１
７
（
７
３
２
）
１
０
１
１

　
ＦＡＸ 

０
１
７
（
７
３
２
）
１
０
７
３

　
放
送
大
学
で
は
、
平
成
30
年
度
第

１
学
期
（
４
月
入
学
）
の
学
生
を
募

集
し
て
い
ま
す
。

　
放
送
大
学
は
テ
レ
ビ
等
の
放
送
や

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
授
業

を
行
う
通
信
制
の
大
学
で
す
。
働
き

な
が
ら
学
ん
で
大
学
を
卒
業
し
た

い
、
学
び
を
楽
し
み
た
い
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
目
的
で
幅
広
い
世
代
、
職

業
の
方
が
学
ん
で
い
ま
す
。

　
心
理
学
・
福
祉
・
経
済
・
歴
史
・

文
学
・
情
報
・
自
然
科
学
な
ど
、
幅

広
い
分
野
を
学
べ
ま
す
。

●
出
願
期
間

　
平
成
30
年
３
月
20
日
（
火
）
ま
で

　
資
料
を
無
料
で
差
し
上
げ
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
・
資
料
請
求
先

　
放
送
大
学
青
森
学
習
セ
ン
タ
ー

   

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
１
７
２
（
38
）
０
５
０
０

　
八
戸
サ
テ
ラ
イ
ト
ス
ペ
ー
ス

   

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

０
１
７
８
（
70
）
１
６
６
３

放
送
大
学
４
月
生
募
集

の
お
知
ら
せ



122017年（平成29年）12月号

（％）

財政指標名  平成 28 年度
 決算 A

 平成 27 年度
 決算 B

差引
A － B

 早期健全化 
 基準

 財政再生
 基準

実質赤字比率
（赤字の場合△） ― ― ― △ 15.00 △ 20.00

連結実質赤字比率
（赤字の場合△） ― ― ― △ 20.00 △ 30.00

実質公債費比率 13.0 13.0 0 25.0 35.0

将来負担比率 127.7 140.6 △ 12.9 350.0

※「実質赤字比率」、「連結実質赤字比率」は、赤字の場合「△」で表示し、
　赤字がない（黒字または収支均衡）場合は「－」で表示しています。

鶴田町の健全化判断比率をお知らせします
◆健全化判断比率とは

●早期健全化基準をオーバーすると？
→財政のイエローカード。財政健全化計
画を策定し、計画に基づく財政健全化を
行います。
●財政再生基準をオーバーすると？
→財政再生団体となり、事実上破綻とな
ります。財政再生計画を定め、計画に基
づく財政再建に取り組むことになります。
総務大臣の許可がなければ地方債の起債

（借金）ができなくなります。また、税金
や公共料金の増額、住民サービスの見直
しをせざるを得なくなります。

　自治体財政の健全化を示す、「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「実質公債費比率」「将来負担比率」の 4 指標。

統合小学校に関するお知らせ

校名や校章のデザイン、校歌について協議
　小学校統合に関する必要事項について、検討・協議を行う

「鶴田町統合小学校準備委員会」の２回目の全体会議が開催
され、統合小学校の校名や校章のデザイン、校歌（歌詞、曲）
について、担当する学校運営部会でまとめた提案内容を出席
した委員が協議しました。
　会議では学校運営部会の片山好弘部会長（水元中央小学校
校長）が、８月、９月に開催した部会の会議でまとめた内容
を説明。委員からは、「（校章は）子どもたちへの願いなどを
考えてつくった方がいいのでは」「地域公募とした場合、選
考の対象となるものが出るのか」「町を担う子どもたちの思
いを校歌にするのは大事」といった意見が出されました。
　全体会議で承認された案件は、教育委員会の定例会に諮ら
れた後、町長へ答申されます。 △統合小学校準備委員会の第２回全体会議

　鶴田町の６つの小学校を統合する「鶴田町統合小学校（仮称）」について、平成32年４月の開校を目標に、町では
作業を進めています。今回は、10月24日（火）に国際交流会館で開催された統合小学校準備委員会の第２回全体会
議について、その概要をお知らせします。

①校名：「鶴田小学校」とする。②校章のデザイン：学校運営部会で再度検討する。
③校歌の歌詞：鶴田町にゆかりのある人を対象とした地域公募
　　　　　　　（※その後、教育委員会定例会において協議の結果、学校運営部会で再度検討すべきとの意見）
④校歌の曲：西北五・青森県にゆかりのあるプロの専門家に依頼する。

全体会議での協議結果

◎実質赤字比率（一般会計の実質赤字が町税や交付税などの標準的な収入（標準財政規模）に占める割合）
　→鶴田町は赤字ではないため数値はありません。
◎連結実質赤字比率（町の全会計（一般会計＋特別会計）の赤字が標準財政規模に占める割合）
　→鶴田町は赤字ではないため数値はありません。
◎実質公債費比率（町の一般会計等が負担する公債費が標準財政規模に占める割合）
　→鶴田町は 13.0％（27 年度は 13.0％）※ この比率は 18％未満が望ましいとされています。
◎将来負担比率（町の一般会計等が将来負担すべき債務が標準財政規模に占める割合）
　→鶴田町は 127.7％（27 年度は 140.6％）
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こちら町の情報局

11月 28日（火）に国際交流会館で行われた誕生証書交付式
に出席された方々（平成29年9月届け出）

みんなで楽しく幸せな時間を
過ごそうね。産まれてきてく
れてありがとう♥
（藤田 麻理さん・鶴泊）

喜市（きいち）くんへ

　　精神保健福祉事業の
　　功績をたたえ表彰
　町精神障害者家族会「飛鶴会」
（福士善則会長）が、精神保健福
祉事業に尽力した功績が評価さ
れ、東北精神保健福祉連絡協議
会長表彰を受賞しました。11月
10日（金）には福士会長が町役
場に相川町長を訪ね、受賞の喜
びを報告しました。
　同会は平成６年に設立。精神
障害を抱える方の家族が集い、
当事者の社会復帰を支えるため
に学習会等を通じて病気の理解
や家族の役割を学ぶほか、多機
能型事業所「飛翔食房」と清掃
ボランティアやクリスマス会等
の活動を合同で行い、交流と親
睦を深めています。
　福士会長は「今回の受賞を励
みに、会員みんなでこれからも
頑張りたい」と話していました。

　町では、町民の健康づくりを目的に考案した「つるりん体操」を普及させようと、サポーターが介護福祉施
設や事業所を訪問し、お年寄りに体操を指導する取り組みを行っています。各施設での自発的な体操の取り組
みを促すことが目的で、町の健康体操教室に通う町民５人がサポーターを務め、今年度は町内14か所を３回
ずつ訪問する計画で活動しています。
　つるりん体操は筋肉トレーニングやストレッチを
兼ねた3分ほどの全身運動。歩く運動や体をねじる運
動、認知症予防に効果的な左右の手を使った頭の運
動など６つの動きに分かれ、足腰の弱い方のために
椅子に座りながらできるようにもなっています。
　10月11日（水）には、サポーターが鶴遊館を訪問
し、デイサービスに通うお年寄りに「息を吐いて手
を広げてください」「元気になる体操ですよ」と声を
かけながら体の動かし方を教えていました。サポー
ターの佐藤佳子さんは「つるりん体操を施設で指導
する取り組みに共感しています。教えるのは難しい
ですがやりがいがあります。体操を行うことで皆さ
んに長生きしてもらいたいです」と話していました。

サポーターがつるりん体操でお年寄りの体力づくりを支援

△お年寄りにつるりん体操を教えるサポーター（写真奥）

お兄ちゃんと仲良く元気です
くすく育ってね！

（笹森 夏美さん・派立）

美羽（みう） ちゃんへ

△受賞の報告をした福士会長（中央）


